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新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査キットの 

適正な選択に関するリーフレットについて 

 
 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに関しては、これまでも消費

者が薬機法に基づく承認を受けた医療用抗原定性検査キットを適切に選択・使用するよ

う周知依頼されてきたところですが、今般、新型コロナウイルス感染症に係る一般用抗

原定性検査キットが薬機法に基づき承認されたことを踏まえ、周知用リーフレットが改

訂されました。 

つきましては、薬局等で本リーフレットを積極的にご活用いただき、薬機法に基づく

承認を受けた抗原定性検査キットが適切に使用されるよう、地域住民等へ適切な情報提

供をお願いしたく、貴会(部会)会員へのご周知方、特段のご配意をお願いいたします。 

また、各薬局におかれましては、引き続き薬機法に基づく承認を受けた抗原定性検査

キットの適切な取扱いをお願いするとともに、混乱を招く研究用抗原定性検査キットの

販売を控えるようご協力いただきたく、再度ご周知の程お願いいたします。 

なお、本リーフレットにつきましては、本会ホームページ(トップページ・お知らせ)

に掲載します。 
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「研究用」と称して市販されている抗原定性検査キットは、国
が承認した「体外診断用医薬品」ではなく、性能等が確認され
たものではないことにご注意ください。

！
国が承認した医薬品を使いましょう！
※「研究用」は国が承認したものでは
ありません。

国が承認した医療用医薬品又は一般用医薬品

（OTC）の抗原定性検査キットは、

 【体外診断用医薬品】又は【第１類医薬品】

と表示されています。

 取扱い薬局・薬店（インターネット含む）で

薬剤師に相談して購入してください。

新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは国が

承認した「体外診断用医薬品」を選んでください！!

(※1)「研究用」は健康フォローアップセンターでの登録等には使えません。
(※2)体外診断用医薬品によるセルフチェックを行った場合であっても診断
にはなりませんので、留意してください。

キットを使用し、新型コロナウイルスの感染が疑
われる場合には、受診等が必要ですので、薬剤師
からの情報に従ってください。

・購入時に薬剤師から使い方な
どについて説明があります。

体外診断用医薬品

新型コロナウイルス
抗原定性検査キット

研究用

新型コロナウイルス
抗原定性検査キット

・「医薬品」との表示はありません

（注）○×は承認の有無を示します。


